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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光切断法を利用することによって洗車設備を制御する方法であって、
　少なくとも一つの処理装置（１）と洗車対象の車両（２）とを洗車方向（Ｌ）に相対的
に動かすステップと、
　洗車方向（Ｌ）に対して垂直な面上に並べられ、相互に離れた異なる二箇所から、前記
垂直な面に沿ってそれぞれ放射される扇状の光（１１，１２）によって前記車両の外面を
照射するステップと、
　前記扇状の光（１１，１２）によって照射される前記車両外面の二次元第１画像（図７
）および第２画像（図８）であって、それぞれ異なる撮影方向によって撮影された二次元
第１画像（図７）および第２画像（図８）を、前記扇状の光の面に向けて斜めに延びる角
度で記録し、前記処理装置（１）と前記車両（２）との間の相対的な位置または相対的な
動きの少なくとも一方とともに制御装置（２０）に保存するステップと、を含み、
　前記一連のステップは、前記車両（２）の一端から前記車両（２）の他端まで通過する
間繰り返され、さらに
　前記車両外面の三次元の描写を、前記通過移動の最中または終了後に、前記制御装置（
２０）に保存された前記二次元画像（図７，図８）、前記記録角度、前記相対的な位置ま
たは相対的な動きの少なくとも一方、および前記扇状の光（１１，１２）の前記位置デー
タから算出するステップと、
　前記三次元描写を、前記洗車設備、特に前記洗車設備に配置される前記処理装置（１）
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を制御するように使用するステップと、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記二次元画像（図７，図８）は、相互に離れた位置から記録されることを特徴とする
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記二次元画像（図７，図８）は、前記処理装置（１）と前記車両（２）との間の前記
相対的な動きの間、不連続的に記録されることを特徴とする、請求項１または２に記載の
方法。
【請求項４】
　完全な一連の二次元画像（図７，８）が通過処理の間に記録され、前記車両（２）の前
記三次元描写の算出を可能にすることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一つに記載
の方法。
【請求項５】
　前記扇状の光（１１，１２）によって照射される前記車両外面の各前記二次元画像（図
７，図８）と、この画像に対応する二次元画像であって、前記扇状の光（１１，１２）に
よって照射されない二次元画像とが記録され、互いに対応する前記照射される画像（図７
，図８）と前記照射されない画像は、相互に差し引かれ、結果として生じる二次元画像は
、前記車両外面の前記三次元描写の算出に使用されることを特徴とする、請求項１～４の
いずれか一つに記載の方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一つに記載の方法を実行する装置であって、第１および第２光
源（９，１０）と、前記制御装置（２０）に接続される第１および第２画像記憶装置（１
３，１４）と、を含み、少なくとも一つの処理装置（１）と洗車対象の車両は、前記洗車
方向（Ｌ）に相対的に動かされる装置であって、
　前記扇状の光（１１，１２）を生成する前記光源（９，１０）は、一つの面上に並べら
れ、相互に離されており、
　前記画像記憶装置（１３，１４）は、前記扇状の光（１１，１２）によって照射される
前記車両外面の二次元第１画像（図７）と第２画像（図８）とを記録し、さらに、前記二
次元画像（図７，図８）を前記制御装置（２０）に転送するように設計され、前記扇状の
光の前記面に対して斜めの記録角度に配置され、
　前記制御装置（２０）は、前記二次元画像（図７，図８）、前記光源（９，１０）およ
び前記画像記憶装置（１３，１４）の前記位置データ、前記処理装置（１）と前記車両（
２）の間の前記相対的な位置または前記相対的な動きの少なくとも一方を保存するように
設計され、前記保存されたデータから前記車両外面の前記三次元描写を算出し、算出され
た前記三次元描写から制御信号を引き出すことを特徴とする装置。
【請求項７】
　前記光源（９，１０）または前記画像記憶装置（１３，１４）の少なくとも一方は、保
護筐体内に配置されることを特徴とする、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記画像記憶装置（１３，１４）は、前記洗車方向（Ｌ）において前記光源（９，１０
）に対してずらして配置されることを特徴とする、請求項６または７に記載の装置。
【請求項９】
　前記光源（９，１０）および前記画像記憶装置（１３，１４）は、前記洗車設備におけ
る移動式門型洗車機（１）の梁（５）に配置されることを特徴とする、請求項６～８のい
ずれか一つに記載の装置。
【請求項１０】
　前記第１光源（９）と前記第１画像記憶装置（１３）は、前記梁（５）の一方の外側端
に配置され、前記第２光源（１０）と前記第２画像記憶装置（１４）は、前記梁（５）の
もう一方の外側端に配置されることを特徴とする、請求項９に記載の装置。
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【請求項１１】
　前記光源はレーザビームを放射するレーザラインプロジェクタ（９，１０）から成るこ
とを特徴とする、請求項６～１０のいずれか一つに記載の装置。
【請求項１２】
　前記レーザラインプロジェクタ（９，１０）は、前記レーザビームを静的な扇状の光（
１１，１２）に広げる装置を有することを特徴とする、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記レーザラインプロジェクタ（９，１０）は、非静的な扇状の光（１１，１２）を生
成するように前記扇状の光（１１，１２）の前記面において移動可能であるレーザを有す
ることを特徴とする、請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記画像記憶装置は、画像を電子的に記録する光に敏感なカメラ（１３，１４）である
ＣＣＤカメラから成ることを特徴とする、請求項６～１３のいずれか一つに記載の装置。
【請求項１５】
　前記扇状の光（１１，１２）の波長である前記レーザビームの波長に適応されたフィル
タは、前記カメラ（１３，１４）の前部に配置されることを特徴とする、請求項１４に記
載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前提部に記載した洗車設備の制御方法に関する。さらに本発明は
、請求項６の前提部に記載した洗車設備の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　洗車設備では、車両または車両のアクセサリ部品を傷つけることなく、移動式の門型洗
車機における回転ブラシなどの処理装置を車両外面にできるだけ近づけて誘導できるよう
に、洗車対象である車両の外面構造を可能な限り正確に判断することが望ましい。
【０００３】
　従来の洗車設備では、光バリアを洗車設備の側面または洗車設備の車両の上方に配置す
ることで、この目的は通常達成され、車両の垂直方向の輪郭が判断される。例えば下記特
許文献１～３は、洗車設備の第１ワークステーションの前に置かれる複数の走査装置を開
示している。これらの装置は、車両の垂直方向の輪郭を判断するように垂直またはマトリ
クス状に並べられた数個の光バリアから成る。下記特許文献４に記載された門型洗車設備
では、垂直方向の輪郭を判断する装置が備えられている。この装置は垂直に並べられた複
数の光バリアから成り、移動式の門型洗車機に直接取り付けられている。さらに、垂直に
移動可能な乾燥ノズルに光バリア機構が配置され、車両の屋根から乾燥ノズルまでの距離
を判断し、制御する。
【０００４】
　下記特許文献５も光バリア機構を開示しているが、車両の垂直方向の輪郭を判断するも
のではない。この文献では、二つの光バリアが車両の両側面に垂直に配置され、車両の側
面の輪郭を判断し、それに従って側面の処理部を制御する。
【０００５】
　これら周知の装置を利用して輪郭測定を実行し、洗車設備を制御する際の問題点は、垂
直方向の輪郭は個々の最も高い部分で判断され、側面の輪郭は最も突き出た部分で判断さ
れるだけなので、洗車対象である車両の実際の三次元外面構造が判断できないことである
。
【０００６】
　下記特許文献６に、垂直方向の輪郭を測定する別の方法が記述されている。この文献で
は、車両と門型洗車機とを相対的に動かす間に、超音波送受信装置によって車両の外面に
対して超音波ビームを長手方向に発射する。この超音波ビームは、数箇所において超音波
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送受信装置に直接反射され戻される。これらのある程度不規則に反射されたビームの通過
時間を判断し、それによって車両外面の垂直方向の輪郭を表す画像を作成する。この方法
の問題点は、車両の輪郭がここでは数箇所の位置によってしか判断されないことであって
、車両の個々の最も高い点がこの垂直方向の輪郭に含まれるかどうかを判断するのは容易
ではない。
【０００７】
【特許文献１】独国特許出願公開第３２　０８　５２７号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第３５　４４　３９０号明細書
【特許文献３】独国実用新案出願公開第２０２　０４　５８６号明細書
【特許文献４】独国特許出願公開第３８　２５　３４６号明細書
【特許文献５】独国特許出願公開第４４　１７　８６４号明細書
【特許文献６】独国特許出願公開第４４　３９　５８３号明細書
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、最初に言及した種類の洗車設備を制御する装置と方法を提供するという目的
に基づき、上記の問題点を解消し、洗車設備における車両の三次元外面構造を、確実に、
且つ不都合な外的条件に反応せずに判断することを可能にする。さらに本装置および方法
によって、洗車設備の制御を改善することが可能である。
【０００９】
　この目的は、請求項１の特徴を有する洗車設備を制御する方法と、請求項６の特徴を有
するこの方法を実行する装置とによって達成される。本発明の効果的な実施形態と実用的
なさらなる改良点は従属項に開示する。
【００１０】
　本発明の方法および本発明の装置において特に効果的な点の一つは、洗車対象である車
両の三次元外面構造を全体的に判断することによって、洗車設備の処理装置を車両に対し
て最適に適用できることである。さらにレーザラインプロジェクタとカメラを二組使用す
ることによって、車両の外面におけるアンダカットによって生じる「空白」つまり不明な
領域をなくすことが可能である。三次元外面構造の算出には、三角法に基づく光切断法ま
たはレーザ光切断法などの従来の算出方法を用いることが望ましい。
【００１１】
　本発明の特に効果的な一実施形態では、光源は静的な扇状の光または扇状のレーザを生
成するレーザラインプロジェクタから成る。画像記憶装置は、特にＣＣＤカメラのような
画像を電子的に記憶する光に敏感なカメラから成ると効果的である。車両の外面に対して
扇状の光を投影して優れた画像を得るには、放射された光ビームの波長、特にレーザビー
ムの波長に適応させたフィルタをカメラの前に配置する。
【００１２】
　一実施形態では、洗車設備内における多湿という好ましくない周囲条件から画像記憶装
置を保護するため、光源および／または画像記憶装置を保護筐体内に配置する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の他の特徴や効果について、下記の好適な実施形態の説明において、図を参照し
ながら開示する。
【００１４】
　図１および図２に、門型洗車機１および洗車対象車両２の形態により実現される、一般
的に知られる処理装置付き門型洗車設備の概略図を示す。門型洗車機１は、二つの垂直な
門の支柱３，４を有し、これらの支柱は洗車方向つまり車両２の長手方向Ｌに移動可能で
あることを特徴とする。また門型洗車機１は、梁５を有し、この梁は長手方向Ｌに対して
直角方向に延伸し、門の支柱３，４をつなぐことを特徴とする。梁５には、垂直軸を軸と
して回転する洗浄ブラシ６，７が配置され、これらのブラシは長手方向Ｌに対して直角方
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向に移動可能であるので、車両２の側面ならびに前面および後面を洗浄できる。図には、
車両の屋根の上方において水平に延伸する洗浄ブラシ８のみが示されているが、本発明は
高圧洗浄装置付きの洗車設備においても用いることができる。
【００１５】
　車両２の三次元外面構造つまり外面の起伏を判断するため、二つの光源がレーザライン
プロジェクタ９，１０の形態によって備えられ、図１における梁５の右下の端であって、
門の支柱３，４の内側に配置される。各レーザラインプロジェクタ９，１０は、レーザと
、レーザビームを静的な扇状の光１１，１２に広げるように適応されたレンズ系とを含む
。レンズ系を使用する代わりに、点状のレーザビームを扇状の光の面においてすばやく回
転させたり、または、前後にすばやく動かすことによって、非静的な扇状の光を形成する
ようなレーザを使用して、扇状の光１１および１２を実現することもできる。概略的に図
示した扇状の光１１，１２は、車両２の長手方向Ｌに対して垂直な面に延伸し、車両外面
の上向きな面と側面とを照射する。レーザラインプロジェクタ９，１０は、図５に示す洗
車設備の制御装置２０によって制御される。
【００１６】
　扇状の光１１，１２によって車両外面に投影された光の線を記録するため、二つの記憶
装置がＣＣＤカメラ１３，１４の形態によって備えられ、梁５の外側端であって図１にお
ける左下端に配置される。両カメラは梁５の外側いっぱいに配置されるので、各カメラに
よって、車両の片方の側面、および、車両の前部、フロントおよび後部ガラス、屋根など
、実質的に垂直および上向きの車両外面を記録できる。さらにカメラ１３，１４は、例え
ば日光や人工の照明設備からの散乱光など、妨げとなる外部光を大幅に抑制するように、
レーザの波長に適応されたフィルタを有することを特徴とする。カメラ１３，１４は、制
御装置２０によって制御され、読み込まれる。
【００１７】
　レーザラインプロジェクタとカメラの両方の組９，１３および１０，１４は、車両２の
外面構造、特に側面の構造を正確に記録するために必要である。車両の突出部、例えばタ
クシ表示、外付けバックミラー、ルーフキャリアまたはルーフボックス１５などは、カメ
ラでは記録できないアンダカットと呼ばれる部分を形成するので、画像がなく、それらの
外面に関する情報を取得できない。二組のレーザラインプロジェクタとカメラ９，１３お
よび１０，１４を用いることによって、扇状の光１１または１２の少なくともどちらか一
方によりすべての主要な外面構造を確実に照射し、カメラ１３または１４の少なくともど
ちらか一方によって確実に記録することができる。
【００１８】
　図４に、扇状の光１１によって車両の外面に投影される光の線の例を示す。図２と３を
比べることによって明らかであるが、扇状の光１１は、図４には示されていない車両の外
面上に光の線１６を形成し、この光の線はカメラ１３によって地点ＡからＢの間で記録さ
れる。一方カメラ１４は、Ｂの右側に位置する光の線１６の短い水平な部分しか「視野」
に入らず、Ａの方向に伸びる光の線１６の残りの部分は、図における車両の右側によって
、カメラ１４からは隠れる。ルーフボックス１５付近およびＢの左側の部分はカメラ１３
には隠れるので、この位置の外面構造はカメラ１４によってしか記録できない。この場合
、この位置では扇状の光１１の光ビーム１７は車両の外面に入射されず光の部分を形成し
ないので、左側の扇状の光１２のみが車両の外面上に光の線を形成する。
【００１９】
　図６における扇状の光１２による光の線１８，１９，２０の第１二次元画像の例を、図
７に示す。この光の線は、洗車設備の床および車両の外面（物体の例として単純な幾何学
的形状で示す）に投影され、第１カメラ１３によって記録される。一方第２のカメラ１４
によって記録される同じ光の線１８の第２二次元画像を、図８に示す。また、両カメラ１
３，１４の撮影方向を矢印２１，２２によって示す。
【００２０】
　次に、車両の三次元外面構造を判断する工程全体について説明する。
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【００２１】
　制御装置２０によって、門型洗車機１は、洗車対象の車両２の前方から接近することが
可能であり、続いて扇状の光１１，１２によって照射した場合の車両２および照射しない
場合の画像の二次元画像をカメラ１３，１４によって特定の走査区間ごとにそれぞれ記録
することが可能である。これらの画像は、制御装置２０の記憶モジュールに保存される。
さらに制御装置２０は、門型洗車機１の長手方向の位置および門型洗車機１と車両２の相
対的な位置および相対的な動きに応じた移動速度を各区間において記録する。この区間ご
との記録処理は、門型洗車機１が車両２を通過し、末端に達するまで続く。この通過工程
は、本発明をドライブスルー式の洗車設備に利用する場合は、固定されたカメラおよびレ
ーザラインプロジェクタに車両２を通過させて行なってもよい。
【００２２】
　カメラの二次元画像に投影される扇状の光１１，１２による光の線を後の処理用に前処
理するには、一つの走査区間中にカメラ１３，１４によって記録される照射された画像と
照射されない画像を、基本的に光の線の投影された部分のみが二次元画像に残り、車両や
洗車設備の他に投影された部分は除外するように、デジタル的に相互に差し引くか、また
は分類する。レーザの波長に適応させたフィルタによって、干渉外部光を適切に抑制でき
る場合は、このようなグラフィックの前処理は省略可能である。前処理は、洗車機１の前
進移動の間に各走査区間内に実行してしまうか、または、洗車機１の通過移動が完了した
時点で実行してもよい。
【００２３】
　この方法ですべての画像を前処理すれば、車両２の外面構造に対する三次元データを一
般的に知られる光切断法を利用して算出できる。光切断法は、例えば独国特許出願第４２
　０８　４５５号，第１０３　１２　６９６号、または、第６９８　１１　６６７号に開
示されている。つまり、記録された画像、位置および／または移動データ、さらに制御装
置２０に保存されたカメラ１３，１４およびレーザラインプロジェクタ９，１０の位置デ
ータ、およびカメラ１３，１４に対する扇状の光１１，１２の既知である記録角度に基づ
き、三角法を利用する。次に、この三次元データを上方または側面向きである車両外面の
三次元モデルにまとめる。または、三次元モデルは、各走査区間において個々の二次元画
像の記録中に生成してしまってもよく、その場合、三次元モデルは段階的に作成される。
【００２４】
　続いて、制御装置２０に保存された車両外面のモデルを洗車および処理工程全体におい
て処理装置を最適に制御するため、例えば車両外面に対して回転式洗浄用ブラシ６，７，
８を最適に調整するために使用する。
【００２５】
　本発明は、説明した実施形態に限られるものではない。例えば、ドライブスルー式の洗
車設備において三次元外面構造を同様に記録することもできる。この場合、車両が洗車設
備を通る間に画像を記録することが効果的である。
【００２６】
　また、レーザとカメラを二組使用する代わりに、レーザとカメラを一組のみ使用するこ
とも可能である。この場合、カメラは洗車方向に直角に移動できるように梁に配置し、三
次元車両外面の第１および第２二次元画像を記録できるようにする。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】洗車対象である車両を含む、門型洗車設備における移動式門型洗車機の概略側面
図である。
【図２】図１に示した門型洗車機の概略正面図である。
【図３】図１に示した門型洗車機の概略斜視図である。
【図４】洗車対象である車両を含まない、図１に示した門型洗車機の概略斜視図である。
【図５】洗車設備の制御を機能的に示したブロック図である。
【図６】図１に示した門型洗車機の概略斜視図であって、例として示した物体の三次元外
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面構造を判断する機能を説明するための図である。
【図７】図６に例として示した物体の三次元外面構造に対する、第１カメラで撮影された
第１二次元画像の図である。
【図８】図６に例として示した物体の三次元外面構造に対する、第２カメラで撮影された
第２二次元画像の図である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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